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鱚
現
在
、
日
本
に
お
い
て
、
痴
果
性
高
齢
者

・
知
的
障
害
者

・
精
神
障

害
者
等
、
判
断
能
力
の
不
十
分
な
成
年
者
の
身
上
監
護

・
財
産
管
理
に

関
す
る
成
年
後
見
制
度
の
整
備
が
、
本
人
の
自
己
決
定

（自
律
）
の
尊

重
と
本
人
の
保
護
の
調
和
と
い
う
理
念
の
も
と
に
、　
一
九
九
九
年
通
常

国
会
に
お
け
る
民
法
改
正
法
案
等
の
提
出
に
向
け
て
、
急
ピ
ッ
チ
で
そ

の
仕
上
げ
の
段
階
を
迎
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、　
一
九
九
七
年
九
月
二
十
日
の
成
年
後
見
問
題
研
究
会
に

よ
る

「成
年
後
見
問
題
研
究
会
報
告
書
」
の
公
表
を
受
け
て
、
法
制
審

議
会
民
法
部
会
内
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た

「成
年
後
見
小
委
員
会
」
は
、

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

一
九
九
八
年
春
頃
の
要
綱
試
案
の
公
表

・
関
係
各
界

へ
の
意
見
照
会
を

目
指
し
て
本
格
的
な
審
議
を
進
め
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど

一
九
九
八
年

四
月
十
四
日
に
同
委
員
会
に
お
け
る
現
段
階
の
検
討
を
取
り
ま
と
め
た

「成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
を
公
表
し
た
。

今
後
の
日
程
と
し
て
は
、
こ
の

「成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る

要
綱
試
案
」
に
つ
い
て
関
係
各
界
に
意
見
照
会
し
、　
一
九
九
八
年
七
月

二
十

一
日
ま
で
に
寄
せ
ら
れ
る
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
更
に
法
制
審
議

会
民
法
部
会
で
審
議

・
検
討
し
、　
一
九
九
九
年
初
頭
ま
で
に
改
正
要
綱

を
法
務
省
民
事
局
に
答
申
し
、
同
年
の
通
常
国
会
に
成
年
後
見
制
度
の

一
九
二

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

第
二
章
　
成
年
者
の
保
護
の
た
め
の
監
護

（０
目
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改
正
た
め
の
民
法
改
正
法
案
が
提
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
る

（以
上
に
つ

き
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室

『成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要

綱
試
案
及
び
補
足
説
明
』
の

「成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱

試
案
に
つ
い
て
」
参
照
）。

こ
の
要
綱
試
案
の
注
目
す
べ
き
特
色
は
、
公
的
機
関
の
監
督
を
伴
う

任
意
代
理
制
度

（任
意
後
見
制
度
）
の
創
設
、
身
上
監
護
及
び
本
人
の

意
思
の
尊
重
に
関
す
る
一
般
規
定
な
ら
び
に
身
上
監
護
に
関
す
る
個
別

規
定
の
創
設
、
複
数
成
年
後
見
人
制
度
の
導
入
、
法
人
成
年
後
見
人
制

度
の
明
文
化
な
ど
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
最
も
重
要
で

そ
の
根
幹
を
な
す
の
は
現
行
民
法
に
お
け
る
行
為
無
能
力
制
度
で
あ
る

禁
治
産

・
準
禁
治
産
制
度
を
柔
軟
か
つ
弾
力
化
し
、
新
た
に
補
助

・
保

佐

・
後
見
の
三
類
型
に
改
正
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

筆
者
は
法
務
省
司
法
法
制
調
査
部
資
料
係
よ
り
、
カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ

ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

（第
二
章
　
成
年
者

の
保
護
の
た
め
の
監
護
）
の
翻
訳

（厳
密
に
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で

書
か
れ
た
左
列
の
規
定
で
は
な
く
、
英
語
で
書
か
れ
た
右
列
の
規
定
の

翻
訳
）
の
依
頼
を
受
け
、
こ
れ
を
提
出
し
た
。
カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州

民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
で
は
、
行
為
能
力
に
つ
き
日
本
の
要
綱
試

案
と
同
様
に
三
類
型
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
翻
訳
は
、

一
九
四

今
後
の
日
本
に
お
け
る
行
為
能
力
に
関
す
る
規
定
の
具
体
的
な
起
案
に

あ
っ
た
っ
て
比
較
法
的
な
観
点
か
ら
の
参
考
資
料
と
し
て
の
存
在
意
義

を
有
す
る
と
考
え
る
。

本
稿
は
、
法
務
省
司
法
法
制
調
査
部
資
料
係
に
提
出
し
た
翻
訳
を
そ

の
ま
ま
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
翻
訳
で
あ
る
た

め
、
訳
語
は
従
来
筆
者
が
用
い
て
き
た
訳
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
で
き
る
限

り
法
務
省
参
事
官
室
の
要
望
に
添
う
よ
う
に
し
た
。
法
務
省
民
事
局
参

事
官
室
の
岩
井
伸
晃
局
付
検
事
に
は
、
拙
訳

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
九

七
九
年
統

一
継
続
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代
理
権
法
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イ
ギ
リ
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法
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あ
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Ч
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日０
∞
釧
０
口
＞
「
‐
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日
と

（法
政
研
究

静
岡
大
学
第
二
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
八
年

二
月
）
二
七
三
頁
以
下
）
と
同
様
に
、
拙
訳
の
全
体
に
つ
き
特
に
規
定

振
り
の
観
点
か
ら
懇
切
丁
寧
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し

て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。



第
三
章
　
成
年
者
の
保
護
の
た
め
の
監
護

（「
”
〇
↓
国
０
↓
【く
同
　
∽
Ｃ
り
同
”
く
Ｈ∽
ＨＯ
Ｚ
　
Ｏ
『

「
国
刀
∽
Ｏ
Ｚ
∽
　
〇
『

「
Ｃ
ｒ
ｒ
　
＞
〇
同
）

第

一
節
　
総
則

第
二
五
六
条

成
年
者
の
保
護
の
た
め
の
監
護
は
成
年
者
の
利
益
の
た
め
に
設
定
さ

れ
、
成
年
者
の
身
上
保
護
及
び
財
産
管
理
並
び
に
一
般
に
民
事
上
の
権

利
の
行
使
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

保
護
の
た
め
の
監
護
か
ら
生
じ
る
い
か
な
る
無
能
力
も
、
被
保
護
者

の
有
利
に
な
る
よ
う
に
の
み
設
定
さ
れ
る
。

第
二
五
七
条

保
護
の
た
め
の
監
護
開
始
又
は
被
保
護
成
年
者
に
関
す
る
す
べ
て
の

決
定
は
、
成
年
者
の
利
益
と
な
り
、
成
年
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
成
年

者
の
自
律
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

成
年
者
は
、
可
能
な
限
り
、
か
つ
、
遅
滞
な
く
、
決
定
に
つ
い
て
告

知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

第
二
五
八
条

特
に
、
自
己
の
意
思
を
表
示
す
る
精
神
能
力
や
身
体
能
力
を
減
損
さ

せ
る
高
齢
に
よ
る
病
気
、
欠
陥
、
衰
弱
の
た
め
、
成
年
者
が
自
己
の
世

話
又
は
財
産
管
理
に
つ
い
て
無
能
力
で
あ
る
と
き
は
、
保
佐
人
（ご
一Ｒ
）

又
は
後
見
人

（ｏ長
”
けＲ
）
が
成
年
者
を
代
理
す
る
た
め
に
、
補
助
人

↑
？
【りｑ
）
が
成
年
者
を
補
助
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
る
。

保
佐
人
又
は
補
助
人
は
、
配
偶
者
又
は
未
成
年
の
子
の
福
祉
を
危
険

に
さ
ら
す
浪
費
者
に
対
し
て
も
選
任
さ
れ
う
る
。

第
二
五
九
条

保
護
の
た
め
の
監
護
の
形
態
を
選
択
す
る
際
に
は
、
被
保
護
成
年
者

の
自
己
の
世
話
又
は
財
産
管
理
に
つ
い
て
の
無
能
力
の
程
度
が
考
慮
さ

れ
る
。

第
二
六
〇
条

被
保
護
成
年
者
の
後
見
人
又
は
保
佐
人
は
、
被
保
護
成
年
者
の
監
護

及
び
扶
養
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
被
保
護
成
年
者
の
後
見
人
又
は
保

佐
人
は
、
被
保
護
者
の
体
調
、
要
求
、
能
力
及
び
そ
の
置
か
れ
た
状
況

の
他
の
側
面
を
考
慮
し
て
、
精
神
的
身
体
的
に
良
好
な
状
態
を
被
保
護

一
九
五
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者
に
保
障
す
る
責
任
も
負
う
。

被
保
護
成
年
者
の
後
見
人
又
は
保
佐
人
は
、
被
保
護
成
年
者
の
監
護

及
び
扶
養
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
後
見

人
又
は
保
佐
人
及
び
受
託
者
は
、
可
能
な
限
り
、
被
保
護
者
と
直
接
的

な
関
係
を
維
持
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
被
保
護
者
の
助
言
を
得
、
被
保
護

者
に
関
し
て
さ
れ
た
決
定
に
つ
い
て
常
に
被
保
護
者
に
告
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
一
一六

一
条

公
後
見
人

（ゴ
Ｆ

「
諄
）】け
ｏ
ｌ
”
けｑ
）
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
裁

判
所
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
被
保
護
成
年
者
に
対
し
て

後
見
又
は
保
佐
の
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
公
後
見
人
は
、
成
年

者
に
つ
い
て
後
見
人
又
は
保
佐
人
が
欠
け
た
場
合
に
も
、
公
後
見
人
の

職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一六
二
条

公
後
見
人
は
、
後
見
人
と
し
て
行
動
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
被
保

護
成
年
者
の
通
常
の
財
産
管
理
を
行
う
。

一
九
六

第
一
一六
三
条

公
後
見
人
は
、
自
己
が
後
見
人
又
は
保
佐
人
に
選
任
さ
れ
た
被
保
護

成
年
者
の
監
護
を
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
公
後
見
人
以
外
の
者
が
被
保

護
成
年
者
の
監
護
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、

裁
判
所
が
監
護
を
公
後
見
人
に
委
ね
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
公
後
見
人
は
、
成
年
者
の
保
護
に
つ
い

て
責
任
を
負
う
。

監
護
を
委
ね
ら
れ
た
者
は
、
成
年
者
の
健
康
状
態
に
と
っ
て
必
要
な

世
話
に
対
し
て
同
意
を
与
え
る
保
佐
人
又
は
後
見
人
の
権
限
を
付
与
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
公
後
見
人
が
世
話
を
与
え
る
こ
と
を
選
択
し
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
一六
四
条

被
保
護
成
年
者
の
保
佐
人
又
は
後
見
人
と
し
て
行
動
す
る
公
後
見
人

は
、
成
年
者
が
社
会
福
祉
施
設
で
治
療
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
任

命
さ
れ
る
者
が
当
該
施
設
の
被
用
者
で
は
な
く
、
か
つ
、
当
該
施
設
関

係
の
仕
事
に
就
い
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
保
佐
又
は
後
見

に
関
す
る

一
定
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
自
己
が
任
命
す
る
者
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
施
設
の
被
用
者
が
成
年
者
の
配
偶



者
又
は
近
い
血
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
後
見
人
は
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
制
限
に
従
わ
ず
に
委
託
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
後
見
人
は
、
成
年
者
の
健
康
状
態
に
と
っ
て
必
要
な
世
話
に
つ
い

て
同
意
す
る
権
限
を
受
託
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
公

後
見
人
が
世
話
を
与
え
る
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
一
一二ハ
五
条

少
な
く
と
も

一
年
に
一
回
、
受
託
者
は
、
監
護
権
の
行
使
に
つ
い
て

公
後
見
人
に
決
算
報
告
を
行
う
。
受
話
者
と
被
保
護
成
年
者
と
の
間
の

利
益
相
反
又
は
そ
の
他
の
重
大
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
公
後

見
人
は
、
当
該
委
託
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一六
六
条

未
成
年
者
の
保
佐
に
関
す
る
規
定
は
、
成
年
者
の
保
佐
及
び
後
見
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

そ
の
準
用
の
結
果
、
成
年
者
の
配
偶
者
及
び

一
親
等
の
直
系
卑
属
は
、

第
二
二
六
条
に
よ
っ
て
保
佐
評
議
会
に
召
喚
さ
れ
る
者
と
と
も
に
保
佐

評
議
会
に
召
喚
さ
れ
る
。

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

第
二
六
七
条

公
後
見
人
が
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始
又
は
変
更
を
要
請
し
、
血

族
、姻
族
及
び
友
人
の
会
議
を
招
集
す
る
た
め
十
分
な
努
力
を
し
た
が
、

努
力
が
実
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当

該
会
議
の
開
催
を
経
な
い
で
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
　
保
護
の
た
め
の
監
護

（「
”
〇
↓
Ｕ
Ｏ
↓
Ｈく
Ｕ
　
∽
Ｃ
り
”
”
く
Ｈ∽
ＨＯ
Ｚ
）
の
関
躍
類

第
一
一六
八
条

保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

裁
判
所
は
、
申
立
て
に
拘
束
さ
れ
ず
、
申
立
て
に
お
い
て
意
図
さ
れ

て
い
る
類
型
以
外
の
保
護
の
た
め
の
監
護
の
類
型
の
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
六
九
条

′成
年
者
自
身
、
そ
の
配
偶
者
、
近
い
血
族
及
び
姻
族
、
成
年
者
と
特

別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
者
又
は
成
年
者
若
し
く
は

公
後
見
人
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
受
任
者
を
含
む
そ
の
他
の
利
害
関
係

人
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
七

・
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第
二
七
〇
条

社
会
福
祉
施
設
か
ら
世
話
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
成
年
者

が
、
隔
離
さ
れ
て
い
る
状
況
、
予
想
さ
れ
る
無
能
力
の
継
続
並
び
に
自

己
の
事
務
の
性
質
及
び
状
態
の
た
め
、
又
は
自
己
が
既
に
任
命
し
た
受

任
者
が
十
分
な
補
助
又
は
代
理
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
た
め
、
民
事
上

の
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
補
助
又
は
代
理
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、

当
該
社
会
福
祉
団
体
の
常
任
理
事
は
、
そ
の
事
実
を
公
後
見
人
に
報
告

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
報
告
書
の
写
し
を
成
年
者
に
送
達
し
、
か
つ
、

成
年
者
の
近
い
血
族
に
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
報
告
書
は
、
特
に
、
成
年
者
を
診
察
し
た
者
が
作
成
し
た
医
学

的
及
び
心
理
社
会
学
的
な
評
価
を
含
む
も
の
と
す
る
。
報
告
書
は
、
成

年
者
の
無
能
力
の
性
質
と
程
度
、
成
年
者
の
必
要
性
の
程
度
、
成
年
者

の
置
か
れ
た
状
況
の
そ
の
他
の
諸
事
情
、
及
び
保
護
の
た
め
の
監
護
を

成
年
者
の
た
め
に
開
始
す
る
こ
と
の
適
否
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と

す
る
。
報
告
書
は
、
判
明
し
て
い
る
範
囲
で
、
保
護
の
た
め
の
監
護
を

開
始
す
る
申
立
権
者
の
名
前
も
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
モ

一
条

成
年
者
の
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始
は
、
本
人
が
成
年
に
達
す
る

一
九
八

前
年
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

開
始
の
決
定
は
、
本
人
が
成
年
に
達
し
た
日
に
発
効
す
る
。

第
二
七
二
条

保
護
の
た
め
の
監
護
の
手
続
中
に
、
成
年
者
が
自
己
の
世
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
及
び
成
年
者
を
重
大
な
損
害
か
ら
救
う
に
は

監
護
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
成

年
者
の
監
護
に
つ
い
て
職
権
に
よ
り
決
定
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
七
三
条

成
年
者
が
自
己
の
財
産
管
理
を
他
人
に
委
ね
た
行
為
は
、
保
護
の
た

め
の
監
護
の
手
続
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
行
為
が
重
大
な
理
由
の
た
め
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

成
年
者
に
よ
っ
て
、
又
は
第
四
四
四
条
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
っ
て

委
任
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
事
務
管
理
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た

規
定
が
適
用
さ
れ
、
公
後
見
人
及
び
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始
の
そ

の
他
の
申
立
権
者
は
、
緊
急
の
場
合
又
は
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開
始

の
申
立
て
が
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
続
の
開
始
以



前
に
お
い
て
も
、
財
産
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
七
四
条

委
任
若
し
く
は
事
務
管
理
が
存
在
し
な
い
場
合
又
は
保
護
の
た
め
の

監
護
の
開
始
の
申
立
て
が
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
手

続
の
開
始
以
前
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
重
天
な
損
害
を
回
避
す
る

た
め
の
事
務
処
理
が
必
要
な
と
き
は
、
特
定
の
行
為
を
行
い
又
は
他
人

の
通
常
の
財
産
管
理
の
範
囲
内
で
成
年
者
の
財
産
管
理
を
す
る
た
め
、

公
後
見
人
又
は
そ
の
他
の
者
を
仮
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
七
五
条

保
護
の
た
め
の
監
護
の
類
型
が
保
佐
で
あ
る
と
き
は
、
保
護
の
た
め

の
監
護
の
手
続
中
及
び
そ
の
手
続
後
に
お
い
て
、
被
保
護
成
年
者
の
住

居
及
び
住
居
内
の
家
具
は
、
本
人
の
処
分
権
の
下
に
保
た
れ
る
。
住
居

及
び
住
居
内
の
家
具
の
財
産
管
理
権
は
、　
一
時
的
な
使
用
収
益
権
を
認

め
る
合
意
に
つ
い
て
の
み
及
ぶ
。
た
だ
し
、
こ
の
合
意
は
、
被
保
護
成

年
者
が
住
居
に
戻
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
法
律
上
当
然
に
効
力
を
失
う
。

そ
の
家
具
又
は
そ
の
住
居
に
関
す
る
権
利
が
処
分
さ
れ
る
こ
と
が
、

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

被
保
護
成
年
者
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
又
は
被
保
護
成
年
者
の
最
善

の
利
益
に
適
合
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
、
保
佐
評
議
会
の
許
可

が
得
ら
れ
た
と
き
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
記
念
品
及
び
そ
の

他
の
所
持
品
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
可
能
な
限
り
社
会
福
祉
施

設
に
お
い
て
成
年
者
の
処
分
権
の
下
に
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一七
六
条

裁
判
所
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
を
開
始
す
る
申
立
て
を
審
査
す
る

場
合
に
は
、
保
佐
評
議
会
の
構
成
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
の
助
言

に
加
え
て
、
医
学
的
及
び
心
理
社
会
学
的
な
証
拠
、
無
能
力
を
予
想
し

て
作
成
さ
れ
た
委
任
状
に
お
い
て
成
年
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
が
裁

判
所
に
よ
っ
て
認
許
さ
れ
な
か
っ
た
希
望
、
保
護
の
た
め
の
監
護
の
開

始
が
申
し
立
て
ら
れ
た
本
人
の
自
律
の
程
度
を
も
考
慮
に
入
れ
る
も
の

と
す
る
。

裁
判
所
は
、
直
接
又
は
健
康
上
の
必
要
に
よ
っ
て
は
代
理
人
を
通
じ

て
、
当
該
申
立
て
の
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
、
ま
た
、
申
立
て
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
の
類
型
と
自
分
を
代
理
又
は

補
助
す
る
こ
と
に
な
る
人
に
つ
い
て
、
成
年
者
に
聴
聞
の
機
会
を
与
え

一
九
九
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
七
七
条

保
護
の
た
め
の
監
護
に
関
す
る
判
断
は
、
い
つ
で
も
見
直
す
こ
と
が

で
き
る
。

第
二
七
八
条

裁
判
所
が
よ
り
早
い
期
日
を
指
定
し
た
場
合
を
除
き
、
保
護
の
た
め

の
監
護
は
、
保
佐
の
場
合
又
は
補
助
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
に
は
三
年

ご
と
に
見
直
さ
れ
、
後
見
の
場
合
に
は
五
年
ご
と
に
見
直
す
も
の
と
す

２つ
。成

年
者
の
後
見
人
、
保
佐
人
又
は
補
助
人
は
、
成
年
者
が
適
切
な
時

期
に
医
学
的
及
び
心
理
社
会
学
的
な
評
価
を
受
け
る
よ
う
に
取
り
計
ら

う
義
務
を
負
う
。
医
学
的
及
び
心
理
社
会
学
的
な
評
価
を
行
う
者
は
、

成
年
者
の
置
か
れ
た
状
況
が
保
護
の
た
め
の
監
護
の
終
了
又
は
変
更
の

根
拠
と
な
る
程
に
変
化
し
た
も
の
と
認
め
る
場
合
に
は
、
成
年
者
及
び

当
該
評
価
を
申
し
立
て
た
者
に
報
告
を
行
い
、
そ
の
報
告
書
の
写
し
を

裁
判
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

二
〇
〇

第
二
七
九
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

成
年
者
に
世
話
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
社
会
福
祉
団
体
の

常
任
理
事
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
無
能
力
が

止
ん
だ
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
提
出
す
る
報
告
書
に
お
い
て
そ
の
事
実

を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
報
告
書
は
、
医
学
的
及
び
心
理

社
会
学
的
な
評
価
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
二
八
〇
条

保
護
の
た
め
の
監
護
の
見
直
し
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
の
申
立
て
に
参
加

す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
報
告
書
の
提
出
後

二
十
日
以
内
に
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
な
い
と
き
は
、
保
護
の
た
め
の

監
護
は
、
他
の
手
続
を
要
件
と
せ
ず
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る
。
保
護

の
た
め
の
監
護
の
終
了
の
認
証
書
は
裁
判
所
書
記
官
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
、
遅
滞
な
く
成
年
者
本
人
及
び
公
後
見
人
に
送
達
さ
れ
る
も
の
と
す

２０
。



第
二
節
　
成
年
者
に
対
す
る
後
見

（Ｏ
Ｃ
卿
＞
↓
〇
”
∽
口
Ｈり
　
弓
〇
　
り
同
”
∽
Ｏ
Ｚ
∽
　
〇
『

「
Ｃ
ｒ
ｒ

＞
〇
国
）

第
一
天

一
条

成
年
者
が
自
己
の
世
話
又
は
財
産
管
理
に
つ
い
て
全
面
的
か
つ
永
続

的
に
無
能
力
で
あ
り
、
成
年
者
が
そ
の
民
事
上
の
権
利
の
行
使
に
際
し

て
代
理
を
必
要
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
成

年
者
に
つ
い
て
後
見
を
開
始
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
後
見
人
を
選
任
す
る
。

第
二
八
二
条

後
見
人
は
、
被
保
護
成
年
者
の
財
産
を
全
面
的
に
管
理
す
る
。
た
だ

し
、
後
見
人
が
他
人
の
通
常
の
財
産
管
理
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
財
産
管

理
人
と
し
て
、
健
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
投
資
だ
け
を
行
う
義
務
を

負
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
後
見
人
の
財
産
管
理
に

適
用
さ
れ
る
規
定
は
、他
人
の
財
産
管
理
に
関
す
る
規
定
に
限
ら
れ
る
。

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

第
二
八
三
条

後
見
の
下
に
あ
る
成
年
者
が
単
独
で
行
っ
た
行
為
は
、
何
ら
損
害
を

証
明
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
無
効
と
宣
言
し
、
又
は
そ
の
行

為
よ
り
生
じ
た
債
権
債
務
関
係
の
効
力
を
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
八
四
条

後
見
開
始
以
前
に
さ
れ
た
行
為
は
、
行
為
時
に
行
為
者
の
無
能
力
が

公
知
の
事
実
と
な
っ
て
お
り
、
又
は
相
手
方
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
為
か
ら
生
じ
た
債

権
債
務
関
係
の
効
力
を
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節
　
成
年
者
に
対
す
る
保
佐

（↓
Ｃ
↓
〇
”
∽
口
Ｈ「
　
↓
〇
　
り
同
”
∽
Ｏ
Ｚ
∽
　
Ｏ
『

『
Ｃ
ｒ
Ｆ
＞
０
同
）

第
二
八
五
条

成
年
者
が
自
己
の
世
話
又
は
財
産
管
理
に
つ
い
て
部
分
的
か
つ
一
時

的
に
無
能
力
で
あ
り
、
成
年
者
が
そ
の
民
事
上
の
権
利
の
行
使
に
際
し

て
代
理
を
必
要
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
成

年
者
に
つ
い
て
保
佐
を
開
始
す
る
。

二
〇

一



法
政
研
究
三
巻
一
号

（
一
九
九
八
年
）

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
身
上
及
び
財
産
の
た
め
の
保
佐

人
又
は
身
上
若
し
く
は
財
産
の
た
め
の
保
佐
人
を
選
任
す
る
。

第
一
一八
六
条

保
佐
人
は
、
自
己
の
財
産
管
理
に
つ
い
て
無
能
力
で
あ
る
成
年
者
の

通
常
の
財
産
管
理
を
行
う
。
保
佐
人
は
、
未
成
年
者
の
保
佐
人
と
同
様

に
財
産
管
理
を
行
う
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
別
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
八
七
条

未
成
年
者
の
民
事
上
の
権
利
の
行
使
に
関
す
る
規
定
は
、
保
佐
の
下

に
あ
る
成
年
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
八
八
条

裁
判
所
は
、
保
佐
開
始
の
時
点
又
は
そ
の
後
に
お
い
て
、
医
学
的
及

び
心
理
社
会
学
的
な
評
価
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
保
佐
評
議
会
又
は
保

佐
評
議
会
の
構
成
員
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
の
助
言
を
考
慮
し
て
、

保
佐
の
下
に
あ
る
成
年
者
の
能
力
の
程
度
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

２つ
。

二
〇
二

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
保
佐
の
下
に
あ
る
成
年
者
が
単

独
で
若
し
く
は
保
佐
人
の
援
助
を
得
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
行
為
、
又

は
代
理
さ
れ
な
け
れ
ば
行
っ
て
は
い
け
な
い
行
為
を
指
定
す
る
。

第
二
八
九
条

保
佐
の
下
に
あ
る
成
年
者
は
、
自
己
の
仕
事
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
の

管
理
権
を
失
わ
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
別
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
九
〇
条

保
佐
開
始
以
前
に
さ
れ
た
行
為
は
、
行
為
時
に
行
為
者
の
無
能
力
が

公
知
の
事
実
と
な
っ
て
お
り
、
又
は
相
手
方
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
為
か
ら
生
じ
た
債

権
債
務
関
係
の
効
力
を
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



第
五
節
　
成
年
者
に
対
す
る
補
助
人
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∪
く
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第
二
九

一
条

成
年
者
が
自
己
の
世
話
又
は
財
産
管
理
に
つ
い
て
一
般
的
か
つ
日
常

的
な
能
力
を
有
す
る
が
、
財
産
管
理
を
行
う
に
際
し
て
一
定
の
行
為
又

は

一
定
の
期
間
に
つ
い
て
補
助
及
び
助
言
を
必
要
と
し
て
い
る
と
き

は
、
裁
判
所
は
、
成
年
者
に
つ
い
て
補
助
人
を
選
任
す
る
。

第
二
九
二
条

補
助
人
は
、
被
保
護
成
年
者
の
財
産
の
管
理
を
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、

補
助
人
は
、
被
保
護
成
年
者
を
補
助
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
る
行
為
に

関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
九
二
条

裁
判
所
は
、
補
助
開
始
の
時
点
又
は
そ
の
後
に
お
い
て
、
補
助
人
の

補
助
を
必
要
と
す
る
行
為
と
必
要
と
し
な
い
行
為
を
指
定
す
る
。

裁
判
所
が
そ
の
指
定
を
し
な
い
場
合
に
は
、
被
保
護
成
年
者
は
、
無

カ
ナ
ダ
　
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
に
お
け
る
成
年
後
見
法
に
関
す
る
規
定

条
件
の
親
権
か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
能
力
付
与
を
受
け
た
未
成
年
者
の

能
力
を
超
え
る
す
べ
て
の
行
為
に
つ
い
て
、
補
助
人
に
よ
っ
て
補
助
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
九
四
条

補
助
人
の
関
与
が
必
要
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
年
者
に
よ
っ

て
単
独
で
さ
れ
た
行
為
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
成
年
者
が
不
利
益
を

被
る
場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
為
か
ら
生
じ
た

債
権
債
務
関
係
の
効
力
を
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
節
　
保
護
の
た
め
の
監
護

（「
刃
〇
↓
同
０
↓
Ｈく
Ｕ
　
∽
Ｃ
”
Ｕ
”
く
Ｈ∽
ＨＯ
Ｚ
）
の
触
嘔了

第
二
九
五
条

保
護
の
た
め
の
監
護
は
、
監
護
か
ら
の
解
放
の
決
定
又
は
被
保
護
成

年
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
、
終
了
す
る
。

保
護
の
た
め
の
監
護
は
、
無
能
力
の
終
了
を
証
明
す
る
報
告
書
に
対

す
る
異
議
申
立
て
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
も
、
終
了
す
る
。

二
〇
三
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第
二
九
六
条

被
保
護
成
年
者
は
、
保
護
の
た
め
の
監
護
か
ら
の
解
放
後
、
及
び
決

算
報
告
が
さ
れ
る
場
合
に
は
保
佐
人
又
は
後
見
人
に
よ
る
決
算
報
告
の

後
、
い
つ
で
も
、
無
効
で
あ
る
行
為
を
追
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
七
条

後
見
人
、
保
佐
人
又
は
補
助
人
が
不
在
と
な
っ
て
も
、
保
護
の
た
め

の
監
護
は
、
終
了
し
な
い
。

そ
れ
ら
の
者
が
不
在
と
な
っ
た
と
き
は
、
保
佐
評
議
会
は
、
新
し
い

後
見
人
又
は
保
佐
人
の
選
任
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な

る
利
害
関
係
人
も
、
新
し
い
補
助
人
の
選
任
の
み
な
ら
ず
、
新
し
い
後

見
人
又
は
保
佐
人
の
選
任
も
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
〇
四


